
備 前 警 察 署 速 度 取 締 り 指 針

令和８年７月

下記のとおり路線、時間帯を重点に速度違反取締りを推進します。
ただし、重点以外の時間帯・場所においても、取締りを実施することがあります。

備前警察署管内における死亡・重傷事故発生状況 （過去10年）

○ 朝の通学時間帯、薄暮時における横断歩行者等妨害等違反の取締りを強化します。
○ 交差点において信号無視、一時不停止違反の取締りを強化します。
○ 白バイ、パトカーなどによるレッド走行、駐留警戒を推進します。
○ 取締り要望の多い通学路等の市道でも取締りを実施します。

その他の交通指導取締り要点

学区別発生状況速度超過を伴う
人身交通事故率（路線別）

重点路線 重点時間帯 区間 規制速度
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路線・時間帯別 事故発生相関表
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速度超過を伴う人身事故


